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公共建築工事の入札契約方式
― 多様な入札契約方式導入 10 年を超えて ―

国立研究開発法人 建築研究所建築生産研究グループ主任研究員 田　村　　　篤

１.はじめに

2014 年 10 月に「公共工事の品質確保
の促進に関する法律（以下「公共工事品
確法」という。）」が改正され、公共建築
工事に多様な入札契約方式が導入されて
10 年が経過した。本稿では筆者なりの
観点で導入までの経緯を振り返るととも
に、筆者が 2024 年度実施した「地方公
共団体における多様な入札契約方式の活
用状況に関するアンケート調査（５県
分）」の調査結果をもとに、断片的では
あるが導入 10 年を超えた現在地と今後
について考察したい。

２.導入までの経緯

(１)日本固有の入札と契約
入札契約方式とは文字通り業者選定に

おける「入札」および業者との間で取り
交わす「契約」の形態を規定したもので
ある。更に噛み砕いて言えば契約とは「誰
になんの業務をどのようにしてお願いす
るか」、入札とは「契約に際し業務に適
格な業者を如何にして選ぶか」を定型化
した方式である。「入札契約方式」とは
言いつつ随意契約のように入札によらな
い方式も見受けられるため、アカデミッ
ク側は「発注・契約方式」と呼ぶことが
多いが、今回は行政側の呼称に合わせて
「入札契約方式」で通したい。

さて、これらの入札契約方式は一般的
に明治時代以降に確立された制度と解さ
れることが多い。（生成 AIにきいてみる
と実際にそのように回答してくれる。）し
かし、実際には明治時代以前から入札も
契約も行われてきた。藤尾による研究１～４）

によれば、城や屋敷の普請・修繕におい
て入札が用いられており、公示（町触）
や指名リスト（出入）、積算（積）、仕様
書（仕様帳）、入開札、再入札といった現
代に通じる制度はこの時点で行われてい
た（図－１）。また、「一式請負」という
用語もこの時点で用いられており、当時

は棟梁制度として建築一式での請負契約
が主流であった。

(２)現代的な「設計者」概念の伝来
と会計法の成立

一方、当時は独立した職能としての「設
計者」は伝来しておらず、明治維新以後
にジョサイア・コンドルや辰野金吾らに
より英国における「建築家（造家）」の
概念が持ち込まれる。この後、　日本
建築学会や建築家らが不断の努力で独立
した職能として設計業務を確立させてい
くまでの過程は速水による研究５）に詳し
いが、ここでは割愛する。

他方、入札に関しては「会計法」とし
てひと足早く法制度化している。この際、
一般競争入札を原則とするよう規定され
たものの、後に不良・不適格業者の効率
的な排除のために指名競争入札・一式請
負が用いられることとなる６）。

(３)建築三法の成立と設計・施工分
離の原則化

戦後、建築基準法、建築士法、建設業
法のいわゆる「建築三法」の制定により、
「設計と施工の分離」と「一式請負」は
より明確となっている。

一方、建築士法は一般家屋のような比
較的規模の小さい建築物も対象とするた
めに、あえて施工者による設計を許容し
ていたことから、民間工事では設計・施

工一括発注が用いられ続けた。これは英
米の設計者団体が会員に対して請負者に
雇用されることを禁止したことにより、
実質的に設計・施工一括発注を封じ込め
ていたこととは対象的である７）。

他方、公共工事は「土木事業に係る設
計業務等を委託する場合の契約方式等に
ついて」（昭和 34 年１月 19 日付け建設
省発厚第３号各地方建設局長あて事務次
官通達）８）によって「設計業務の受託者
には、原則として、当該設計に係る工事
の入札に参加させ、又は当該工事を請け
負わせてはならない」という形で設計施
工分離発注を原則化した。ここに、「設
計施工分離発注」＋「指名競争入札」＋
「一式請負」という、その後数十年間用
いられる入札契約方式の定型が確立され
たのである。

(４)1970大阪万博における「海外の
入札契約方式」との邂逅

ところで、1960 年代のインフレに苦
しむ米国では頻発する入札不調・不落と
コストオーバーラン、工期遅延に対応す
る た め、Turnkey 方 式（ 後 の Design 
Build 方式）や Construction Management
方式（CM方式）が導入され始める。これ
らの方式が日本に適用された極初期のプ
ロジェクトの一つが 1970 年大阪万博で
ある。目玉建築の一つであるエキスポタ
ワーに従来通りの設計施工分離発注方

図－１　江戸時代の入札（藤尾による研究および原文に基づき筆者作成）
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式・指名競争入札・一式請負を用いたと
ころ、工事の困難さから入札不調・辞退
が頻発して一時頓挫寸前となり、当時の
万博協会会長である石坂泰三と設計者で
ある丹下健三氏以下設計者グループ、
スーパーゼネコン５社（＋　大阪建設
業協会）が個別に会談し、高さや構造を
大きく変更して５社共同企業体による随
意契約に至ったエピソードはよく知られ
ている９,10）。対して、中村が当時の外国
パビリオン 47 件の入札契約方式を調査
したところ、米国館をはじめとする 12
件は Turnkey 方式で発注され、９件は外
国の契約約款が用いられていたという 11）。
この時点において、米国を中心とした入
札契約方式の多様化の流れから、日本が
徐々に遅れを取り始めていたのかもしれ
ない。

(５)入札制度改革の機運と1995年建
設政策大綱

その後、指名競争入札が談合の温床と
なり、1980 年代以降に改革が求められ
たことは言うまでもないだろう。また、
日米建設協議に基づき、更に入札契約方
式が多様化していた米国から、建設市場
開放の一環として設計・施工一括発注方
式や CM 方式等の多様な方式の導入を迫
られていた。ここに至り、1995 年建設
政策大綱 12）において指名競争入札から
一般競争入札への転換と、多様な入札契
約方式の導入に方向を転換することと
なった。前述した「土木事業に係る設計
業務等を委託する場合の契約方式等につ
いて」が廃止されたのも 1995 年のこと
である。

(６)多様な入札契約方式の導入と公
共工事品確法の改正

この後、多くの公共建築工事において
多様な入札契約方式の導入例が見受けら
れるようになる。例えば CM 方式導入の
嚆矢としては 2009 年の町田市庁舎建設
工事があり、実施設計の途中から発注者
支援や VE 提案によりプロジェクトを成
功に導いたことが知られている 13）。

一方、新国立競技場（ザハ案）のよう
に、設計段階から施工予定者が技術協力
を行い、発注者と施工予定者が価格交渉
を行う「設計段階から施工者が関与する
方式（ECI 方式）」導入に挑んだものの、
肝となる施工予定者との交渉でコストが
高騰し、政治判断で白紙撤回される事態
も起こった 14）。

他方、東日本大震災復興工事では、イ
ンフラ整備において「復興 CM 方式」と
称してアットリスク CM 方式やオープン
ブックコストプラスフィー方式が導入さ
れた 15）。また、あまり知られていないが
上物の災害公営住宅の発注においても、
１日も早い日常再建のために ECI 方式や
買取方式のような先進的な方式が活用さ
れていた 16）。

そして、2014 年に公共工事品確法が
改正され、多様な入札契約方式が導入さ
れ、2015 年には発注関係事務の運用に
関する指針が公表された。2019 年、
2021 年、2025 年には順次指針が改正さ
れている。

３.多様な入札契約方式の導
入状況

(１)現在の入札契約方式のライン
ナップ

公共工事品確法第 14 条 17）では、「発
注者は、入札及び契約の方法の決定に当
たっては、その発注に係る公共工事等の
性格、地域の実情等に応じ、この節に定
める方式その他の多様な方法の中から適
切な方法を選択し、又はこれらの組合せ
によることができる。」と規定されてい
る。また公共工事品確法第 24 条におい
て別途定めるものとしている「発注関係
事務の運用に関する指針」18）において、
入札契約方式は①契約方式、②競争参加
者を設定する方式、③特定者又は落札者
を選定する方式、④支払い方式の４種類
に分けられ、各々の方式の組み合わせか
ら選択することができるようになった
（図－２）。

わかりやすいところから説明すると、
「②競争参加者を設定する方式」と「③
特定者又は落札者を選定する方式」は
セットで語られることが多く、いわば誰
をどのようにして適格な業者として選定

するか、というものである。この際、適
格な業者の候補の範囲を設定するのが②
競争参加者を設定する方式であり、一般
競争入札の場合は基本的にオープン、指
名競争入札の場合は指名リストの中から
候補を選ぶこととなる。これらの候補の
中からどのような基準で適格業者を選定
するかが③特定者又は落札者を選定する
方式であり、価格で決める場合は価格競
争方式、業者の能力も判断材料に加味す
る場合は総合評価落札方式、といった形
で使い分けられる。

次に、「④支払い方式」は業務に対し
てどのように対価を支払うかである。後
述するが、国内では一式請負前提で入札
時に決めた支払い額を業者に支払う総価
契約方式の活用が支配的である。

最後に、「①契約方式」とは、とどの
つまりは設計業務と施工業務を誰にどの
程度実施させるか、ということである。
従来方式ならば設計者が設計、施工者が
施工を行うが、設計施工一括発注ならば
施工者がすべて行うし、実施設計施工一
括発注ならば基本設計までは設計者、実
施設計からは施工者が行うこととなる。

昨今の大型プロジェクトでは実施設
計・施工一括発注方式の活用が目覚まし
い。大型の公共建築工事では建築家によ
る優れた意匠性と確実な施工可能性（特
にコストの合理性）の両立が求められる
ため、基本設計を設計者、実施設計から
は施工者が実施する実施設計・施工一括
発注方式はまさにうってつけであると言
える。初期では新国立競技場（現行案）、
直近では 2025 大阪・関西万博において
プロデューサー館や大屋根リングに用い
られている。ただし、万博工事では入札
不調・不落が頻発したことが知られてお
り、まだまだ方式の改善やアップデート
が必要といえるだろう。

図－２　公共建築工事における入札契約方式のラインナップ
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(２)多様な入札契約方式の活用状況
に関する調査の必要性

では、入札契約方式はどのようにすれ
ば改善できるのだろうか。そもそも現状、
どの方式が何％使われていて、どのよう
な問題を抱えているのか、というデータ
はまだないのである。

例えば国土交通省「入札契約の適正化
の取組状況に関する調査」19）や「業務に
関する運用指針調査」20）では「ある方式
について何割の自治体が導入している
か」といった調査は行われている。ただ
し、その方式が工事単位で何割使われて
いるかは示されていない。導入はされて
いても何らかの理由で活用割合が低い可
能性も否定できないのである。ましてや、
調査されているのは競争参加者を設定す
る方式と特定者又は落札者を選定する方
式のみで、契約方式は調査の対象外と
なっている。

そこで筆者は 2024 年度より「地方公
共団体における入札契約方式の活用状況
に関するアンケート調査」と題して、契
約方式を含む入札契約方式の活用状況を
工事別に調査することとした。本稿では
2024 年度試験的に実施した５県への調
査について調査結果を説明する。なお、
３（３）、３（４）節は 2025 年７月に
　日本建築学会第 40 回建築生産シン
ポジウム論文集に投稿した拙著論文 21）

からの抜粋であることをご了承願いたい。

(３)調査方法
調査に当たっては、まず国土交通省「建

築着工統計調査」22）の個票データから特
別集計を行い、新潟県、富山県、山口県、
長崎県、鹿児島県の５県およびその市区
町村の内、2019 ～ 2023 年度に県 10億
円以上、市区町村５億円以上の新築工事
を着工した 66 自治体（110 工事）を特
定した。

対象自治体に 2024 年 11 月 18 日～
12 月 28 日にかけてアンケート調査票を
メールで配布・回収した。結果、64 自
治体（107 工事）から回収することがで
きた。

回収できた 107 工事中、５工事は入
札不調・等の理由で未着工であり、有効
回答数Ｎ＝ 102 となった。

(４)調査結果の分析
①契約方式の活用状況（図－３）
CM 方式を除く契約方式の活用状況を

質問したところ、設計施工分離発注方式

が 93 工事、設計施工一括発注方式は５
工事、実施設計施工一括発注方式は２工
事、その他が２工事であった。設計施工
分離発注方式以外の方式を用いた工事の
建物用途は社会教育用建築物および公務
用建築物であり、ごみ処理施設や浄水場
等の特殊施設や、10,000㎡以上の大規
模な施設が見受けられた。その他の方式
２工事は、いずれも同一発注者による独
自の「PFI 的方式」だった。
②CM方式の活用状況（図－４）
CM 方式を活用した工事は 102 棟中１

棟（1.0％）のみであった。該当工事は
ごみ処理施設であり、実施設計施工一括

発注方式と組み合わせて基本計画段階か
ら CM 方式を活用した。当該工事の発注
自治体が CM 方式を活用した理由は「設
計施工分離発注方式以外の多様な方式を
導入した経験が少なく支援を必要として
いたから」、「適切なスケジュール管理を
必要としていたから」、「自治体内の人員
数や経験が不足していたから」だった。
③設計者選定方式の活用状況（図－
５）

設計者の選定方式（競争参加者を設定
する方式と特定者または落札者を選定す
る方式の組み合わせ）を質問したところ、
設計施工一括発注方式を活用した２工事

図－３　契約方式の活用状況（Ｎ＝102）

図－６　施工者選定方式の活用状況（Ｎ＝102）

図－５　設計者選定方式の活用状況（Ｎ＝100）

図－４　CM方式の活用状況（Ｎ＝102）
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を除く 100 工事の内、公募型プロポーザ
ル方式が 45 工事、指名競争入札方式が
32 工事だった。「その他」としては「指
名型プロポーザル方式」等があった。
④施工者選定方式の活用状況（図－
６）

施工者の選定方式を質問したところ、
102 工事の内、制限（条件）付き一般競
争入札方式（価格競争）が 35 工事、制
限（条件）付き一般競争入札方式（総合
評価）が 37工事だった。
⑤支払方式の活用状況（図－７）
支払方式を質問したところ、102 工事

中、総価契約方式が 75 工事、入札時積
算数量書活用方式が 17 工事、その他が
10 工事だった。その他の方式の多くは、
「入札時積算数量書活用方式と類似方式
であり、設計図書に基づき支払っている」
との回答だった。
⑥上記の方式の組み合わせを活用した
理由

上記①～⑤の方式の組み合わせを活用
した理由を１～３つ質問したところ、「通
常使われている一般的な方式だから」が
58 件と最も多く、次に「契約規則等の
自治体内の規則に定められているから」
が続いた（図－８）。

一方、設計施工分離発注方式以外の契
約方式を活用した工事では傾向が異なり、
「事業スケジュールがタイトだったから」
と「特殊な技術や工法が必要だったから」
が５件と最も多かった（図－９）。
⑦発注者によるマネジメント（管理）
の評価

選択した入札契約方式をベースに、総
合・品質・コスト・工期・安全面におい
て「マネジメント（管理）しやすかった
か／しにくかったか」を５段階評価で質
問した。総合・品質・安全面では「マネ
ジメント（管理）しやすかった」側が多
く、工期面ではほぼ同数であり、コスト
面では「マネジメント（管理）しにくかっ
た」側が多かった（図－ 10）。

一方、設計施工分離発注方式以外の方
式に限定した場合、品質とコスト面では
「マネジメント（管理）しにくかった」
が目立ち、工期面でやや「マネジメント
（管理）しやすかった」に傾いている（図
－ 11）。
⑧工事中に直面した課題
マネジメント（管理面）において直面

した課題を質問したところ、「発注後コ
スト超過が発生した」が 23 件と最も多
く、次に「工期の遅延が発生した」（20件）

や「入札不調が起きた」（20 件）と続い
ている。「その他」の 18件に関しては「特
になし」が６件あり、「インフレスライ
ドへの対応」（２件）や「プロジェクト
特有の技術的な問題」（２件）、「プロジェ

クト特有のマネジメントの問題」（１件）、
「コロナ禍による影響」（１件）等があっ
た（図－ 12）。

一方、設計施工分離発注方式以外の方
式に限定した場合、「入札不調が起きた」

図－10　マネジメント（管理）の評価（Ｎ＝102）

図－11　マネジメント（管理）の評価（設計施工分離発注方式以外）

（Ｎ＝９）

図－９　上記の方式を活用した理由（設計施工分離発注方式以外）（Ｎ＝９）

図－８　上記の方式を活用した理由（Ｎ＝102）

図－７　支払い方式の活用状況（Ｎ＝102）
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図－12　工事中に直面した課題（Ｎ＝102）

図－13　工事中に直面した課題（設計施工分離発注方式以外)（Ｎ＝９）

は０件に抑えられていたものの、「発注
後コスト超過が発生した」が３件と最も
多い点は変わらなかった（図－ 13）。

４.多様な入札契約方式導入
10年を超えて

５県分の限定的なデータにはなるが、
公共建築工事の入札契約方式の多様化状
況には方式別に濃淡がある状況である。
競争参加者を設定する方式および特定

者又は落札者を選定する方式については、
国土交通省が長年追跡調査を実施してい
ることもあり、指名競争入札から一般競
争入札への転換、総合評価落札方式の普
及がしっかりと果されていることが見て
取れる。特に多いのは制限付き（条件付
き）一般競争入札方式であるが、これは
制限（条件）に合う業者のみが競争入札
に参加できるものであり、不適格な業者
を排除しつつ広く業者の参加を呼び掛け
ることができる、一般競争入札と指名競
争入札のメリットを兼ね備えた方式と
なっている。
一方、契約方式と支払い方式について

は一式請負を前提とした従来方式が支配
的であり、それほど多様化は進んでいな
い。特に、従来の設計施工分離発注方式
や総価契約方式はインフレ期に不利な方
式であり、結果として20％以上入札不調・

不落が生じている現状がある。何より問
題なのは、従来方式以外の方式に対する
発注者の評価が従来方式より低いという
点である。これは、本調査の趣旨説明で
述べた通り、各方式がどのような問題を
抱えているのか、というデータが現状共
有されていないことに起因していると考
えられる。
他方、2025 大阪・関西万博では再度

海外の契約・慣習と日本の建設業界が相
まみえ、結果としてさまざまな問題が生
じている。今後、日本の建築生産は需要
と供給の双方が減少していくことを考え
ると、発注者・受注者双方に海外企業が
さらに増加していくことは十分に考えら
れる。これを見越して、海外と日本の契
約や慣習の違いについても、改めて整合
をとる必要があるのではないだろうか。
今後は、現状５県を対象としたアン

ケート調査の対象を全自治体に拡張する
ことで、全国における入札契約方式の活
用状況の現状を明らかにするとともに、
海外プロジェクトの文献調査・実地調査
を通じて海外の先進的な入札契約方式の
動向の把握を通じて、国内公共建築工事
における更なる多様な入札契約方式の普
及に微力を尽くしていきたい。
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